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注

意

事

項

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
を
受

け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
認
定
証
を
施
設
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

二

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
費
用
か
ら
介
護

費
用
に
給
付
率
を
乗
じ
た
額
を
引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
特
定
負
担
限
度
額

認
定
証
に
よ
っ
て
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
す
る
際
に
食
事
の
提
供
を
受
け
、

又
は
居
住
す
る
場
合
に
は
、
当
該
介
護
保
険
特
定
負
担
限
度
額
認
定
証
に
記
載
す
る
特
定
負
担

限
度
額
が
支
払
い
の
上
限
と
な
り
ま
す
。

三

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
・
免
除
等
の
認
定
の
条
件
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
と
き
、
減
額
・
免
除
等
の
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
を
退
所
し
た
と
き
（
引
き
続
き
、
他
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
場
合
を
除

く
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
市
町
村
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す

る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

四

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え

て
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

五

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま

す
。

介 護 保 険 利 用 者 負 担 額 減 額 ・ 免 除 等 認 定 証

（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証）

交付年月日 令和 年 月 日

被

保

険

者

番 号

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日 明治･大正･昭和 年 月 日

適 用 年 月 日 令和 年 月 日から

有 効 期 限 令和 年 月 日まで

減 額 ・ 免 除 等 認

定 事 項
給付率 ／１００

保 険 者 番 号

並 び に 保 険

者 の 名 称 及

び 印

備考

１ この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

２ 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。


